
 

内
閣
府
の
概
要 

経
済
財
政 

地
方
創
生 

防
災 

暮
ら
し 

科
技
・
イ
ノ
ベ 

外
交
・
安
保 
沖
縄
・
北
方 

制
度
等 

所
在
地
情
報 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
日本と世界各国の青年の交流を通じ、国際社会・地域

社会で活躍する次世代グローバルリーダーを育成するこ
とを目的に、青年国際交流事業を実施しています。 
 具体的には、航空機による派遣・招へい又は船による
多国間交流を行う５事業（国際社会青年育成事業、日本・
中国青年親善交流事業、日本・韓国青年親善交流事業、
「東南アジア青年の船」事業、「世界青年の船」事業）が
あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        青年国際交流事業 
 
 
 
 
 
 
高齢社会対策基本法に基づき、政府が推進すべき基本

的かつ総合的な高齢社会対策の指針として高齢社会対策
大綱及び高齢社会白書を作成し、高齢社会対策の総合的
な推進を図っています。 
 また、高齢社会対策に関する調査研究、エイジレス・
ライフ実践者及び社会参加活動事例の紹介や高齢社会フ
ォーラムの開催等による国民に対する広報・啓発活動を
行っています。 
 

 
令和４年版高齢社会白書  エイジレス章・社会活動事例の受章事例 

 
 
 
 
 

Cabinet Office 

政策統括官 
（政策調整担当） 

社会や国民生活に関わる様々な課題に

ついて、目指すべきビジョン、目標、施

策の方向性を、政府の基本方針（大綱や

計画など）として定め、これを政府一体

の取組として強力に推進しています。 

青年国際交流 

高齢社会対策 

参事官（交通安全対策担当） 

参事官（障害者施策担当） 

参事官（高齢社会対策担当） 

参事官（青年国際交流担当） 

参事官（総括担当） 

参事官（総合調整担当） 

26　|  Cabinet Office, Government of Japan



 

内
閣
府
の
概
要 

経
済
財
政 

地
方
創
生 

防
災 

暮
ら
し 

科
技
・
イ
ノ
ベ 

外
交
・
安
保 

沖
縄
・
北
方 

制
度
等 

所
在
地
情
報 

 

 
 
 
 
 
 障害者施策の総合的・計画的な推進 
 障害の有無にかかわらず、全ての国民が互いに尊重し
理解し合える「共生社会」を実現するため、政府が講ず
る障害者施策の最も基本的な計画である「障害者基本計
画」を策定し、同基本計画に基づき、障害者施策を総合
的かつ計画的に推進しています。また、障害当事者等に
より構成される「障害者政策委員会」において、その実
施状況を監視しています。 
 
 障害を理由とする差別の解消の推進 
 障害者に対する「不当な差別的取扱い」の禁止や「合
理的配慮」の提供等について定めた「障害者差別解消法」
に基づき、関係省庁や地方公共団体等の多様な主体と連
携しつつ、障害者差別の解消に向けた各般の取組を推進
しています。 
 
 障害者に対する理解の促進 
 障害者基本法では、毎年 12 月 3 日～9 日を「障害者
週間」と定めており、この期間を中心に国及び地方公共
団体が、民間団体等と連携協力を図りながら、障害者の
自立及び社会参加の支援等に関する様々な広報啓発の取
組を集中的かつ包括的に実施しています。 

令和４年度「障害者週間」関係表彰式 
（おことばを述べられる天皇陛下） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰 
 高齢者、障害のある人、妊婦や子供連れの人を含む全
ての人が安全で快適な社会生活を送ることができるよう、
ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザ
インを効果的かつ総合的に推進する観点から、その推進
について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し
て、毎年度、内閣総理大臣及び内閣府特命担当大臣によ
る表彰を行い、その優れた取組の普及・啓発を進めてい
ます。 
 
 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表  
 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ
一体的に推進することを目的とした「ユニバーサル社会
の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関す
る法律」に基づき、政府が講じたユニバーサル社会の実
現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、毎年度公表
しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰 表彰式 
 
 
 
 
 
 
 交通安全対策の推進 
 交通の安全に関する施策の大綱である交通安全基本計
画を作成し、関係省庁等と連携して各種施策を強力に推
進しています。現行の第 11次計画では、令和 7（2025）
年までに、年間の 24時間死者数を 2,000人以下とし、
世界一安全な道路交通を実現すること等を目標としてい
ます。 
 
 全国交通安全運動等 
 交通事故防止の徹底を図る
ことを目的とし、行政、関係
機関、民間団体等が連携して、
全国交通安全運動を年 2回実
施しています。このほか、交
通安全フォーラムの開催等の
交通安全普及啓発活動や交通
安全ボランティア等の育成等
を行っています。 
 
 

障害者施策 

交通安全対策 

バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策 
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